
令和６年７月３1日 

北 郡 信 用 組 合 

窓口営業時間の変更について 

平素は北郡信用組合をご利用いただき誠にありがとうございます。 

当組合では円滑な業務体制の構築を目的として、下記店舗の窓口営業時間を変更さ

せていただきますのでお知らせいたします。 

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

記 

１．実施店舗 

店 舗 名 所 在 地 電 話 番 号 

尾花沢支店 尾花沢市中町 2番 56号 0237-22-1215 

谷 地 支 店 西村山郡河北町谷地甲162番地の1 0237-72-5155 

新 庄 支 店 新庄市小田島町 5番 49号 0233-22-2555 

天 童 支 店 天童市乱川二丁目 4番 6号 023-654-6111 

神 町 支 店 東根市神町中央二丁目 9番 10号 0237-47-1151 

２．変更内容 

 現 行 変 更 後 

窓口営業時間 9：00～15：00 
9：00～11：30 

12：30～15：00 

窓口休業時間 － 11：30～12：30 

※11：30～12：30は窓口業務を休止し、お昼休みとさせていただきます。 

※窓口の休業時間もＡＴＭコーナーはご利用いただけます。 

３．実 施 日 

令和６年９月２日（月）から 

 

 

 


